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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスティックフィルムが２つ折りにされ、内部に歯ブラシを収容する収容室と、
　前記収容室における折り曲げ縁以外の周縁を挟んで封止する枠体とを備え、
　前記折り曲げ縁は前記収容室の長手を形成し、
　前記枠体には、前記折り曲げ縁に対向する縁部から前記折り曲げ縁に向かい、前記歯ブ
ラシのハンドル部を挟む支持部が延設され、
　前記支持部は、前記折り曲げ縁に向かうに従って、互いに離れるようにＶ字状をなし、
　前記支持部は、前記プラスティックフィルムに接着されておらず、
　前記フィルムは、引張り弾性率が９．８×１０６［Ｎ／ｍ２］以上４．９×１０９［Ｎ
／ｍ２］以下であることを特徴とする、歯ブラシ容器。
【請求項２】
　請求項１に記載の歯ブラシ容器に、歯ブラシが収容されてなることを特徴とする歯ブラ
シ製品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯ブラシ容器、および、歯ブラシ容器に歯ブラシを収容した歯ブラシ製品に
関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の歯ブラシ容器として、収容されている歯ブラシの機能や特徴を視認しやすく、店
頭展示性に優れ、生産性に優れた形態のブリスターパックが広く用いられている。近年で
は、収容された歯ブラシが回転等しないように固定することが可能な歯ブラシ容器として
、歯ブラシのハンドル部分の形状に合わせたドーム形状のブリスターパックが考案されて
いる。
【０００３】
　ところが、ブリスターパックをドーム形状にする場合、歯ブラシのハンドル部分の形状
ごとに寸法調整された、ブリスターパック成形用の金型が必要となるため、金型の寸法調
整にかかる時間や金型自体の費用が嵩んで、生産性が低下することが問題となっている。
　金型を必要としない簡易的な製造方法としては、ストレッチ性のフィルムを用い、収容
する対象物をフィルムで挟持する方法が、特許文献１、２に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３２６６６４号公報
【特許文献２】実開平２－３４４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１、２に記載される容器を、歯ブラシを収容する容器に単に適
用した場合、歯ブラシは、ストレッチ性を有するフィルムによって挟持される。この場合
、歯ブラシの毛の部分がフィルムに接触し、フィルムで強く押圧されるなどして劣化する
虞がある。
【０００６】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、収容する歯ブラシの
毛の部分が保護されており、かつ、ブリスターパックを加工する際に必要となる、金型な
どの道具を用いることなく容易に製造することが可能な歯ブラシ容器を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、以下の手段を提供する。
（１）プラスティックフィルムが２つ折りにされ、内部に歯ブラシを収容する収容室と、
　前記収容室における折り曲げ縁以外の周縁を挟んで封止する枠体とを備え、
　前記折り曲げ縁は前記収容室の長手を形成し、
　前記枠体には、前記折り曲げ縁に対向する縁部から前記折り曲げ縁に向かい、前記歯ブ
ラシのハンドル部を挟む支持部が延設されていることを特徴とする、歯ブラシ容器。
（２）前記支持部は、前記プラスティックフィルムに接着されていないことを特徴とする
、請求項１に記載の歯ブラシ容器。
（３）前記フィルムは、引張り弾性率が９．８×１０６［Ｎ／ｍ２］以上４．９×１０９

［Ｎ／ｍ２］以下、伸びが１～１０００％であることを特徴とする前項（１）または（２
）に記載の歯ブラシ容器。
（４）前項（１）～（３）のいずれか一項に記載の歯ブラシ容器に歯ブラシが収容されて
なることを特徴とする歯ブラシ製品。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の歯ブラシ容器は、製造時においてプラスティックフィルムを加工する際に、ブ
リスターパックの成形に用いられる金型を必要としないため、金型の寸法調整にかかる時
間や金型自体の費用が嵩む問題がなく、高い生産性が得られる。
　そして、本発明の歯ブラシ容器を構成する枠体には、収容室に収容された歯ブラシのハ
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ンドル部を挟む支持部が設けられている。したがって、歯ブラシのハンドル部は支持部に
よって挟持され、固定された状態となるため、歯ブラシの回転等による位置ずれが起きる
のを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を適用した歯ブラシ容器（歯ブラシ製品）の正面図である。
【図２】図１に示した歯ブラシ容器（歯ブラシ製品）を、Ｂ－Ｂ線に沿って切断した際の
断面図である。
【図３】本発明を適用した歯ブラシ容器を構成するブランクの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明による歯ブラシ容器の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
（実施形態）
　本発明の実施形態に係る歯ブラシ容器について、図１、２を用いて説明する。図１は、
本発明の一実施形態に係る歯ブラシ容器１００の正面図を示している。図２は、図１に示
した歯ブラシ容器１００（歯ブラシ製品）を、Ｂ－Ｂ線に沿って切断した際の断面図であ
る。
【００１２】
　歯ブラシ容器１００は、図１、２に示すように、プラスティックフィルム１０２が２つ
折りにされ、内部に歯ブラシ１０３を収容する収容室１０４と、収容室１０４における折
り曲げ縁Ａ１以外の縁部Ａ２、Ａ３、Ａ４を、収容室の両外側から挟んで封止する枠体１
０１と、を備えている。なお、ここでの両外側とは、歯ブラシ容器１００の正面側および
背面側を意味している。
【００１３】
　収容室１０４は、折り曲げ縁Ａ１を長手とする正面視長方形とされている。枠体１０１
には、折り曲げ縁Ａ１に対向する縁部Ａ５において、歯ブラシのハンドル部１０３ａの位
置に対応する範囲のうち、少なくとも一部から折り曲げ縁Ａ１に向かい、歯ブラシのハン
ドル部１０３ａを挟む支持部１０１ｃが延設されている。支持部１０１ｃは、ハンドル部
１０３ａの位置に対応する範囲内であれば、どの位置に延設されていてもよい。図１では
、支持部１０１ｃが、プラスティックフィルム１０２に接着されていない例を示している
が、接着されていてもよい。
　ただし、歯ブラシ１０３を収容した状態でプラスティックフィルム１０２への負荷を軽
減する観点から、支持部１０１ｃは、プラスティックフィルム１０２に接着されていない
ことが好ましい。
【００１４】
　収容室１０４の大きさとしては、被収容物である歯ブラシ１０３の大きさに応じて適宜
決定される。
【００１５】
　プラスティックフィルム１０２の材質としては、ストレッチ性を有していないものであ
ることが好ましい。より具体的には、フィルム１０２の引張り弾性率については９．８×
１０６［Ｎ／ｍ２］以上４．９×１０９［Ｎ／ｍ２］以下であることが好ましい。
これらの条件を満たす好適な材料の例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリス
チレン、ポリエステル、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニルなどが挙げられ
る。
【００１６】
　プラスティックフィルム１０２がストレッチ性を有している場合、プラスティックフィ
ルム１０２は、収容された歯ブラシ１０３の形状に合わせて変形（収縮）し、歯ブラシ１
０３を圧迫する。そのため、プラスティックフィルム１０２が、歯ブラシ１０３の植毛部
１０３ｂに接触して押圧するなどして、植毛部１０３ｂを劣化させてしまう虞があるため
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、望ましくない。
【００１７】
　また、プラスティックフィルム１０２の材質としては、歯ブラシ容器１００に収容され
た歯ブラシ１０３の特徴を視認しやすく、店頭展示に適した透明な部材で構成されたもの
を用いることが好ましい。
【００１８】
　枠体１０１は、少なくとも、収容室１０４における折り曲げ縁Ａ１以外の全周縁部（全
縁部）Ａ２、Ａ３、Ａ４を囲む形状を有している。図１に示す枠体１０１の主要部分は、
正面視において略コの字状をなしており、正面側と背面側とで同じ形状のものが二重にな
っている。ここでの枠体１０１の主要部分は、係止部１０１ｅを除いた部分を意味してい
る。
　枠体１０１の大きさは、収容室１０４の大きさに応じて適宜決定される。
【００１９】
　枠体１０１は、紙材（厚紙、台紙）やプラスティック等の軽量かつ加工が容易な部材に
よって構成されている。
　枠体１０１として紙材を用いる場合、紙材を構成する材料は、坪量が２００ｇ／ｍ２～
４００ｇ／ｍ２であることが好ましい。具体的には、２６０ｇ／ｍ２、３１０ｇ／ｍ２、
４００ｇ／ｍ２などが挙げられる。
【００２０】
　図２に示すように、支持部１０１ｃは、折り曲げ縁Ａ１に向かうに従って、互いに離れ
るようにＶ字状をなしている。したがって、収容された歯ブラシ１０３は、そのハンドル
部の側面が、フィルム１０２を介して、フィルム１０２と対向する二つの支持部１０１ｃ
の内側面同士に挟持され、固定される。そして、歯ブラシの植毛部１０３ｂが折り曲げ縁
Ａ１側を向いた状態で保持される。したがって、支持部１０１ｃは、収容された歯ブラシ
１０３のハンドル支持部として機能する。
【００２１】
　支持部１０１ｃがＶ字状をなすことによって、間に挟まれたプラスティックフィルム１
０２の非接着部分１０２ｂが、両外側に広がり過ぎるのを抑えることができる。これに伴
い、プラスティックフィルム１０２が広がる方向と垂直な方向に潰れて、プラスティック
フィルムの折り曲げ縁Ａ１の部分が歯ブラシの植毛部１０３ｂを過度に押圧するのを防ぐ
ことができる。
【００２２】
　支持部１０１ｃの形状としては、歯ブラシのハンドル部１０３ａが収まる程度の大きさ
であればよいが、長さＬが長いほど、ハンドル部１０３ａを支持する上での安定性が高ま
るため好ましい。
　ただし、長さＬがハンドル部１０３ａの長さを超えると、超えた分が植毛部１０３ａに
接触したり、余計なスペースを発生したりする。したがって、長さＬは、収容される歯ブ
ラシのハンドル部１０３ａの長さと同程度であることが好ましい。
【００２３】
　なお、支持部１０１ｃが変形に対して十分な強度（硬度）を有している場合には、長さ
Ｌを短くしてもよい。長さＬを短くした場合、収容される歯ブラシ１０３の露出する面積
が増え、視認性が向上する。
【００２４】
　支持部１０１ｃの長さは、枠体１０１の他の部分から遠ざかるほど、すなわち、折り曲
げ縁Ａ１に近づくほど、短くなっていることが好ましい。この場合、折り曲げ縁Ａ１側か
らの収容された歯ブラシに対する視認性が向上する。
【００２５】
　支持部１０１ｃは、図１の正面視においては台形状をなしているが、他の形状をなして
いてもよく、例えば矩形状、多角形状、楕円形状等であってもよい。
【００２６】
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　図１には、支持部１０１ｃが、折り曲げ縁Ａ１に対向する縁部Ａ５から突出した、単数
の部位で構成されている例を示しているが、所定の間隔またはランダムな間隔おきに並ん
だ複数の部位で構成されていてもよい。
【００２７】
　図１に示す例では、枠体１０１は、店頭に陳列する際に、図示しない棒状部材等に引っ
掛けるために、鍵状に形成された係止部１０１ｅを備えている。
【００２８】
　また、図１に示す例では、歯ブラシの植毛部１０３ｂが配される位置には支持部１０１
ｃが設けられていない。したがって、歯ブラシを収容した際に、植毛部１０３ｂは支持部
１０１ｃに挟持されずに浮いた状態となるため、植毛部１０３ｂの全体を視認しやすい。
さらに、植毛部１０３ｂが、後述するフィルム１０２の立上り部（枠体１０１との接着部
分の近傍）に接触していないため、接触による立上り部の破れを防ぐことができる。
【００２９】
［歯ブラシ容器の製造方法］
　図３は、図１に示した歯ブラシ容器１００を構成するブランク１００Ａの正面図である
。ブランク１００Ａは、中央に開口部１０１ｄを有する平板状の枠体１０１と、少なくと
も開口部１０１ｄを覆い、周縁部分が枠体１０１に接着されたプラスティックフィルム１
０２とで構成されている。歯ブラシ容器１００の製造方法について、図３を用いて説明す
る。
【００３０】
　まず、枠体１０１を構成する平板状の部材として、収容する歯ブラシの大きさに合わせ
た形状のものを準備し、この部材の両主面の中央を貫通する、開口部１０１ｄを形成する
（第１工程）。
【００３１】
　続いて、図３に示すように、プラスティックフィルム１０２を、枠体１０１の一方の主
面側（ブランク１００Ａの正面側）から開口部１０１ｄとその周縁部分を覆うようにして
、枠体１０１に接着させる（第２工程）。
　より具体的には、開口部１０１ｄの周縁部分と重なる部分（接着部分）１０２ａにおい
て、接着剤を用いて、プラスティックフィルム１０２を枠体１０１に接着させる。接着の
方法としては、例えば、ヒートシール剤やホットメルトタイプの接着剤等を用いる方法が
挙げられる。
【００３２】
　続いて、ブランク１００Ａを、プラスティックフィルム１０２が内側に配されるように
二つ折り（ブランク１００Ａの正面視における谷折り）にし、歯ブラシ１０３が収容され
るように周囲を封止する（第３工程）。
　以上の第１～第３工程を経ることによって、図１に示した歯ブラシ容器１００を製造す
ることができる。
【００３３】
　支持部１０１ｃは、枠体の縁部Ａ５にのうち、歯ブラシのハンドル部１０３ａの位置に
対応する範囲に延設されている。縁部Ａ２、Ａ３、Ａ４における封止は、枠体１０１のう
ち、この支持部１０１ｃを除いた部分において、枠体１０１の対向する部分同士を接着す
ることによって行われている。収容室１０４側の接着部分１０１ｂにおいては、枠体同士
がプラスティックフィルム１０２を間に挟んで接着し、収容室１０４と反対側の接着部分
１０１ａにおいては、枠体同士が直接接着する。
【００３４】
　歯ブラシ容器１００に歯ブラシを収容した歯ブラシ製品を製造する際には、プラスティ
ックフィルム１０２のうち、枠体１０１に接着されていない部分に歯ブラシを配し、歯ブ
ラシが間に挟まれるようにプラスティックフィルム１０２および枠体１０１を二つ折りに
し、枠体１０１の対向する部分同士を接着して封止する。
【００３５】
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　以上説明したように、実施形態に係る歯ブラシ容器１００は、製造時においてプラステ
ィックフィルム１０２を加工する際に、ブリスターパックの成形に用いられる金型を必要
としないため、金型の寸法調整にかかる時間や金型自体の費用が嵩む問題がなく、高い生
産性が得られる。
【００３６】
　そして、実施形態に係る歯ブラシ容器１００を構成する枠体１０１のうち、収容室１０
４の両外側に設けられた支持部１０１ｃは、互いに遠ざかる方向に常に広がった状態（Ｖ
字状態）となっている。したがって、収容室１０４に収容された歯ブラシ１０３は、その
ハンドル部１０３ａが、互いに遠ざかる方向に広がった二つの支持部によって挟持され、
固定された状態となるため、回転等による位置ずれが起きるのを防ぐことができる。すな
わち、収容される歯ブラシ１０３の向き（姿勢）を維持することができるため、視認性、
店頭展示性をさらに向上させることができる。
【００３７】
　また、支持部１０１ｃは、収容された歯ブラシ１０３の支持を担うため、プラスティッ
クフィルム１０２の立上り部（枠体１０１との接着部分の近傍）にかかる負荷を軽減する
ことができ、立上り部が破れるのを防ぐことができる。
【００３８】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施形態における構成要素を周知
の構成要素に置き換えることは適宜可能である。
【符号の説明】
【００３９】
１００　歯ブラシ容器　１０１　枠体　１０１ａ、１０１ｂ　接着部分
１０１ｃ　支持部　１０１ｄ　開口部　１０１ｅ　係止部
１０２　プラスティックフィルム　１０２ａ　接着部分　１０２ｂ　非接着部分
１０３　歯ブラシ　Ａ１　折り曲げ縁　Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５　縁部　ｄ　長手方向
Ｌ　平行な部分
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